農地転用許可申請に必要な書類等

（共通）

	必要とする内容
	書類の例示

	１．申請者の適格性を確認できるもの
	①全部事項証明書の住所と現住所が違う場合
	・住民票等

	
	②法人の場合
	・定款又は寄付行為

・法人登記事項証明書

	
	③地縁団体の場合
	・規約

・台帳謄本

・議事録写し

	
	④任意団体の場合
	・規則又は規約

・構成員名簿

・議事録写し

	
	⑤受任者の場合
	・委任状、委任者の印鑑登録証明書

	２．事業計画地と隣接地等の現況を確認できるもの
	①すべての場合
	・全部事項証明書（３ケ月以内のもの）

・公図（３ケ月以内のもの）

（申請地以外も含め全体枠を明示したもの。隣接地の現況地目・所有者を記載すること。）

	
	②申請地の位置図
	・住宅地図等

	
	③全筆でない場合（４条のみ、原則は分筆後申請）
	・地積測量図

	３．事業の具体性を確認できるもの
	①すべての場合
	・配置図（建物配置等距離がわかるもの。その他、敷地内の道路敷、庭、駐車スペース等についても区分し面積を記載すること。
　また、現況写真、縦横断図を添付すること。）
・金融機関の融資証明【転用計画書⑬】もしくは預金残高がわかるもの(通帳の写し等)
・工程表


	
	②日照権、水利権、賃借権等事業の妨げとなる権利者がいる場合
	・同意書

	
	③事業に関連する他法令の許認可が必要な場合
	・許認可書の写し又は手続き進捗状況の分かるもの

	
	④一時転用の場合
	・農地復元計画書【転用計画書⑫】


農地転用許可申請に必要な書類等

（住宅・倉庫・事務所等）

	必要とする内容
	書類の例示

	１．計画内容を確認できるもの
	①すべての場合
	・事業計画書（共通）【転用計画書①・②】

・被害防除計画書【転用計画書⑪】

	
	②所定面積（一般住宅500㎡、農家住宅1,000㎡）を超える場合、又は優良農地の場合
	・事業計画書（自己用個人住宅）【転用計画書⑤】

ただし、配置図、事業計画書（共通）にて詳細説明でも可。

	
	③事務所等や法人が業務のため施設を建てる場合（建売住宅等は除く）
	・事業計画書（一般）【転用計画書③・④】

	２．事業の具体性を確認できるもの
	①すべての場合
	・建物平面図

・建物立面図

・給排水計画図

	
	②一部が駐車場の場合
	・利用計画平面図（区画・区割り図）


（資材置場）

	１．計画内容を確認できるもの
	①すべての場合
	・事業計画書（共通）【転用計画書①・②】

・事業計画書（資材置場）【転用計画書⑥】

・被害防除計画書【転用計画書⑪】

	２．事業の具体性を確認できるもの
	①すべての場合
	・利用計画平面図（資材の種類・数量等、道路幅員、駐車場の区割り等を記載）

・雨水排水計画図（状況が分かるもの


農地転用許可申請に必要な書類等

（植林）

	１．計画内容を確認できるもの
	①すべての場合
	・事業計画書（共通）【転用計画書①・②】

・事業計画書（植林）【転用計画書⑩】

	
	②隣地が農地等で被害が予想される場合
	・被害防除計画書【転用計画書⑪】

	２．事業の具体性を確認できるもの
	①すべての場合
	・植林計画平面図


（砂利等採取）

	１．計画内容を確認できるもの
	①すべての場合
	・事業計画書（共通）【転用計画書①】

・事業計画書（砂利等採取）【転用計画書⑦】

・農地復元計画書【転用計画書⑫】

	２．事業の具体性を確認できるもの
	①すべての場合
	・採石法・砂利採取法に定める提出書類すべて


